
類型区分

レセプト1枚
　あたりの

県平均点数
  （点）

レセプト1枚あたり、
県平均点数の1.1倍
又は1.2倍以上（点）

医療機関
件数（件）

高点数
医療機関数

（件）

集団的個
別指導の
対象件数

（件）

一般病院 46,265 50891 95 22 （8）　8

老人病院 45,609 50169 10 3 （1）　1

精神病院 33,417 36758 11 1 （1）　0

臨床研修指定病院等 56,734 62407 16 4 （1）　1

内科（人工透析） 6,774 8128 14 8 （1）　1

内科（人工透析以外） 1,302 1562 639 116 （51）42

精神・神経科 1,279 1534 40 6 （3）　3

小児科 933 1119 105 9 （8）　3

外科 1,462 1754 122 22 （10）　7

整形外科 1,177 1412 120 21 （10）　9

皮膚科 675 810 51 8 （4）　3

泌尿器科 3,103 3723 24 9 （2）　2

産婦人科 1,005 1206 70 9 （6）　2

眼科 757 908 79 17 （6）　4

耳鼻咽喉科 781 937 57 6 （5）　1

医科 合計 1,453 261 （117）87

歯科 1,217 1460 991 227 （79）49

※有効数字を考慮し、「点数」の表示は小数点以下を削除している

病
院

診
療
所

※選定に使用した基礎データは、厚生労働省から送られたデータにより、
   医療保険分と老人保険分を合算した補正点数を使用し、1ヶ月の平均値を求めたもの

※集団的個別指導先選定の基準として医科病院はレセプト1枚あたり県平均点数の1.1倍、
　 医科診療所、歯科については県平均点数の1.2倍を超える保険医療機関を選定している

＜表2＞　　平成23年　群馬県における集団的個別指導対象医療機関数

※（　）については類型区分8％の件数


